
幼児教育と保育制度の充実を求める意見書  

 少子高齢化の進展は、我が国の経済や社会生活などあらゆる面において大きな影

響を及ぼしており、また、ライフスタイルの変化や厳しい経済情勢等により、女性の社

会進出が進み、保育制度と子どもたちの健全な育成を図るための政策の充実が強く

求められているところである。 

 このような状況の中で、国においては、少子化社会対策会議等で、少子化対策の

中核である保育制度について、大幅な規制緩和の実施が決定されていることから、

児童福祉政策としての保育制度や、幼児期の教育は学校教育とする学校教育法第１

条の明確な理念が後退することが危惧されている。 

 幼稚園や保育所は多様なニーズに応じて多様な形態が存在しており、様々な選択

が認められる制度にすべきである。拙速に制度のみを変更するのではなく、現行法

制度を最大限生かした改革を行わなければならない。 

 よって国会並びに政府におかれては、幼児教育の質の低下と児童福祉政策として

の保育制度の後退を招くことなく、都道府県と国の責任を明確にして、都道府県が関

与する広域的なシステムを構築するとともに、保護者が施設等を選択できる制度にす

るよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 
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